
世界無名戦士之墓慰霊大祭並びに越生町戦没者追悼式

稚児行列参加者を募集します写真展を開催します　

　今年は、第二次世界大戦終戦 80年、世界無名戦士之墓霊廟建立 70年の年にあたります。
　式典では、「献花」や、小・中学生代表による「平和の鐘」の打鐘、「平和への誓い」の作文朗読な
どを行います。
期日　５月 10日（土）
内容・時間・場所
　○稚児行列
　　午後１時 30分～／中央公民館から越生駅まで
　○平和祈念式典
　　午後２時～／世界無名戦士之墓霊廟前
　　※式典会場への一般車両の乗り入れはご遠慮ください。
　○花火大会
　　午後７時～８時 40分／越生町役場付近
　　※小雨決行・悪天候の場合は翌日に順延。
　　※会場周辺は交通規制が行われます（午後 5時～ 9時）
　○花火大会への寄付
　　商工会では、花火大会の趣旨に賛同する町内企業・事業者
　　並びに一般町民の方からの寄付を募集しています。
　　※詳しくは商工会へ。
【式典について】
　あ健康福祉課　福祉担当　う内線111･113
【花火大会・寄付について】
　あ越生町商工会　う 292-2021

期　日　５月 10日（土）
内　容　世界無名戦士之墓慰霊大祭の式典にあ

わせて、行列・献花
　　　　※保護者の付き添いが必要です。児童

のみの参加はできません。
対象者　越生町に在住または通園している、平

成 31 年４月２日から令和２年４月１
日生まれの児童（来年４月から小学校
に通う児童）

定　員　15名（定員を超える場合は説明会にて
抽選）

説明会　４月 16 日（水）午後 4 時～／役場
2 階 202 会議室

申込み　４月 14 日（月）までに、申込用紙に
必要事項を記入のうえ、健康福祉課福
祉担当窓口へお申し込みください。（平
日：午前８時 30 分～午後５時 15 分、
土曜日：午前８時 30分～正午）

　　　　※電話申込み不可。

あ健康福祉課　福祉担当　う内線111･113

　建設当時の『世界無名戦士之墓』や建設に携
わった方々の貴重な写真を展示しますので、ぜ
ひご覧ください。

展示期間　４月 17日（木）～５月７日（水）
展示場所　越生駅西口総合案内所 ( 道灌おもて

なしプラザ )

あ健康福祉課　福祉担当　う内線111･113
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う 292-3121　え 292-5400　お webmaster@town.ogose.saitama.jp役場ですハイ！

重度心身障がい者自動車等
燃料費補助について

重度心身障がい者福祉タクシー
利用券の更新について

　障がい者の通学、通勤、通院等のための自動
車等燃料費の一部を助成します。現在利用され
ている方も年度ごとに申請が必要ですので、利
用を希望される場合は申請してください。

対 象 者    越生町在住で「身体障害者手帳」
　　　　　１・２級または「療育手帳」Ⓐ・A

をお持ちの方
補助内容　燃料１リットルあたり 60 円。１か

月あたり 40 リットル（バイクは７
リットル）まで。

必要書類等　①身体障害者手帳または療育手帳
　　　　　②運転者の運転免許証
　　　　　③登録車の自動車検査証（「電子車検

証」をお持ちの方は、「自動車検
査証記録事項」も必要です。）

　　　　　※②・③は障がい者本人または越生
町内に居住し障がい者と同一生計
の方に限ります。※入院や施設入
所中は補助対象外です。

申請の受付　４月１日（火）から

※注意　障がい者福祉タクシー利用助成との同
一年度内での重複利用はできません。

あ健康福祉課　福祉担当　う内線 112・113

　現在使用されている「越生町重度心身障がい
者福祉タクシー利用券」は、３月 31 日までが
有効期限ですので、引き続き利用を希望する場
合は、申請してください。助成額は「初乗り運
賃相当額」です。乗車料金が初乗運賃相当額の
２倍以上になる場合は、１度の利用につき２枚
まで利用できます。

対　象　者　越生町在住で「身体障害者手帳」１・
２級または「療育手帳」Ⓐ・A を
お持ちの方

利　用　券　１人につき年間最高 48 枚（申請し
た月により交付枚数が変わります）

利用できるタクシー　①埼玉県乗用自動車協会
　　　　　　②福祉タクシー料金助成事業の協

定を結んでいるタクシー事業所
　　　　　　③埼玉県個人タクシー協同組合
※なお、「身体障害者手帳」、「療育手帳」をお持

ちの方はタクシー協会の厚意により運賃が 1
割引となります。

申請の受付　４月１日（火）から

※注意　障がい者自動車等燃料費補助との重複
利用や、同一年度内での変更はできません。
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　身体障害者手帳の交付の対象にならない軽度・中等度難聴児に対して、言語の習得等に一定の効果
が見込まれる場合に補聴器購入費用の一部を助成します。
　購入前に申請の手続きが必要ですので、助成を希望される方は事前にご相談ください。

対象者　次の要件をすべて満たす 18 歳未満の難聴児
　　　　①越生町に住所を有する者
　　　　②両耳の聴力レベルが 25 デシベル以上で手帳の交付対象とならない者
　　　　③補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する者
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難聴児補聴器購入費の助成について
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